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チチハル遺棄化学兵器被害訴訟の原告を救済する
公正な判決を求める要請書
　２００３年８月４日、中国黒竜江省チチハル市のマンション工事現場から掘り出された５本の容器入り毒ガス剤（イペリットとルイサイトの混合剤）によって引き起こされた本件事故は、旧日本軍が遺棄した化学兵器による事故としても、未曾有のものでした。
　被害者の数は、子どもを含む４４名にのぼります。毒ガス剤をほぼ全身に浴びた１名は１８日間に及ぶ想像を絶する苦痛の末に命を落としました。命をつなぎとめた４３名も、いまだ、呼吸器症状や眼の異常、免疫機能の低下や神経障害などの重篤な後遺症に苦しんでいます。就労能力を失った被害者たちの多くは、家族関係も破綻し、社会からの差別にもさらされ、子どもたちは将来の夢を失いました。
　平和なはずの今の時代に、６０年近くも前に遺棄された化学兵器によって、命を、健康を奪われ、人生を狂わされた本件原告たちの無念の思いは、察するに余りあります。
　このような悲惨な事故が発生したことについて、被告国の責任は明らかと言わなければなりません。
　そもそも、被告国も、本件被害をもたらした化学兵器が旧日本軍のものであることを認めています。そしてチチハルは、戦時中、対ソ連化学戦の拠点として位置づけられた場所であって、関東軍化学部（通称５１６部隊）をはじめとする数多くの化学戦実戦部隊が駐屯していました。とりわけ、本件被害をもたらした遺棄毒ガス剤が発見されたのは、旧日本軍が使用していたチチハル飛行場の跡地であり、そこでは戦時中、大規模な航空化学戦の演習が繰り返されていたのであって、このことは戦後の日本政府も熟知しています。
　そうであれば、被告国として、本件現場付近に化学兵器が遺棄されているであろうことを容易に予見できたと言わなければなりません。そして、化学兵器禁止条約の発効（１９９７年）、及び遺棄化学兵器処理にむけての日中覚書締結（１９９９年）を経て、日中間における協力体制が確立されていたのですから、被告国にとって、本件被害を未然に防止できたことは明らかです。
　本件訴訟で原告らが被告国に求めているのは、戦後長きにわたって本件遺棄化学兵器を放置し、被害を発生させたことに対する損害賠償です。
　しかし、原告たちが真に望んでいるのは、将来にわたる医療支援と生活保障であり、だからこそ原告たちは、本件訴訟を提起するまで約３年間にわたり、時の政府に交渉を求めてきました。そんな原告たちに対し、日本政府は交渉を拒み続け、最後の手段として本件訴訟を提起した後も、自らの責任を否定し続けています。
　原告たちを救済するためには、司法の場で被告国の責任を明確に認めることが不可欠です。
　裁判所が、本件被害を発生させた被告国の責任を明確にするとともに、原告らが被った損害について、十分な賠償責任を果たすことを命じる判断をされるよう、要請いたします。
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